
２
　
議
　
案
　
件
　
名
　
一
　
覧

件
名
の
上
の
数
字
は
提
出
番
号
、
件
名
の
下
の
み
《
修
》

は
本
院
修
正
を
示
す
。

◎
内
閣
提
出
法
律
案
（
九
件
）
　
（
い
ず
れ
も
衆
議
院
に
お
い
て
前
国
会
か
ら

　
継
続
）

●
衆
議
院
継
続
（
九
件
）

一
一
八
回
　
一
八
　
防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
案

一
二
〇
回
　
八
六
　
留
置
施
設
法
案

一
二
〇
回
　
八
七
　
刑
事
施
設
法
案

一
二
〇
回
　
八
八
　
刑
事
施
設
法
施
行
法
案

一
二
〇
回
　
八
九
　
海
上
保
安
庁
の
留
置
施
設
に
関
す
る
法
律
案

一
二
三
回
　
六
一
　
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
二
三
回
　
八
〇
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
二
三
回
　
八
三
　
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
案

一
二
三
回
　
八
四
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

　
　
　
　
　
　
　
　
改
正
す
る
法
律
案

◎
本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）
　
（
衆
議
院
に
お
い
て
前
国
会
か
ら
継

　
続
）

●
衆
議
院
継
続
（
一
件
）

一
一
八
回
　
　
四
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
援
護
法
案
《
修
》

◎
衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
三
件
）
　
（
い
ず
れ
も
衆
議
院
に
お
い
て
前

　
国
会
か
ら
継
続
）

●
衆
議
院
継
続
（
一
三
件
）

一
一
八
回
　
　
九
　
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
一
八
回
　
一
〇
　
公
立
幼
稚
園
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準

　
　
　
　
　
　
　
　
に
関
す
る
法
律
案

一
一
八
回
　
一
一
　
公
立
の
障
害
児
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職

　
　
　
　
　
　
　
　
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
案

一
一
八
回
　
こ
Ｉ
　
空
き
缶
、
空
き
瓶
等
の
回
収
に
関
す
る
法
律
案

一
二
〇
回
　
　
三
　
住
宅
基
本
法
案

一
二
〇
回
　
一
一
　
総
合
保
養
地
域
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案



一
二
〇
回
　
一
三
　
消
費
者
保
護
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
二
〇
回
　
一
四
　
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
等
の
返
還
及
び
駐
留

　
　
　
　
　
　
　
　
軍
用
地
跡
地
等
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

　
　
　
　
　
　
　
　
法
案

一
二
〇
回
　
一
五
　
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

　
　
　
　
　
　
　
　
律
案

一
二
二
回
　
　
二
　
廃
棄
物
利
用
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

一
二
三
回
　
　
二
　
短
時
間
労
働
者
の
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
待
遇
及

　
　
　
　
　
　
　
　
び
適
正
な
就
業
条
件
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案

一
二
三
回
　
　
七
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
二
三
回
　
一
一
　
製
造
物
の
欠
陥
に
よ
る
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
案

◎
条
約
（
二
件
）
　
（
い
ず
れ
も
衆
議
院
に
お
い
て
前
国
会
か
ら
継
続
）

●
衆
議
院
継
続
（
二
件
）

一
二
三
回
　
　
九
　
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
を
求
め
る
の
件

一
二
三
回
　
一
一
　
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分

　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
締
結
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る
の
件

◎
予
備
費
等
承
諾
を
求
め
る
の
件
（
七
件
）
　
（
い
ず
れ
も
衆
議
院
に
お
い
て

　
前
国
会
か
ら
継
続
）

●
衆
議
院
継
続
（
七
件
）

　
○
平
成
二
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使

　
　
用
調
書
（
そ
の
２
）
　
（
第
百
二
十
三
回
国
会
提
出
）

　
○
平
成
二
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所　

管
使

　
　
用
調
書
（
第
百
二
十
三
回
国
会
提
出
）

　
○
平
成
二
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費
増
額
総

　
　
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
第
百
二
十
三
回
国
会
提

　
　
出
）

　
○
平
成
二
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
二
条
に
基
づ
く
経
費
増
額
総

　
　
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
２
）
　
（
第
百
二
十

　
　
三
回
国
会
提
出
）

　
○
平
成
三
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使

　
　
用
調
書
（
そ
の
1
）
　
（
第
百
二
十
三
回
国
会
提
出
）

　
○
平
成
三
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使

　
　
用
調
書
（
そ
の
1
）
　
（
第
百
二
十
三
回
国
会
提
出
）



○
平
成
三
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
三
条
に
基
づ
く
経
費
増
額
総

　
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
１
）
　
（
第
百
二
十

　
三
回
国
会
提
出
）

◎
決
算
そ
の
他
（
三
件
）

　
●
継
続
（
三
件
）

　
　
○
平
成
二
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
平
成
二
年
度
特
別
会
計
歳

　
　
　
入
歳
出
決
算
、
平
成
二
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、

　
　
　
平
成
二
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書
（
第
百
二
十
三
回
国
会
提
出
）

　
　
○
平
成
二
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
百
二
十
三

　
　
　
回
国
会
提
出
）

　
　
○
平
成
二
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
百
二
十
三
回

　
　
　
国
会
提
出
）

◎
決
議
案
（
一
件
）

　
●
未
了
（
一
件
）

　
　
　
　
　
　
一
　
北
方
領
土
問
題
の
解
決
促
進
に
関
す
る
決
議
案




